
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ＰＴＡ事業委員会とＰＴＡ総会は中止します 

 ４月１６日（木）のＰＴＡ事業委員会と、４月２８日（火）のＰＴＡ総会は、大人数が集

まる密集状態を避けるために中止します。ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇５月１０日（日）の「資源回収」は中止します。（１０月１８日（日）の秋の資源回収に

ご協力をお願いします。 

◇例年、５月に行っている「交通安全教室」は、２学期以降に行うか中止するかを、ＰＴＡ

生活指導委員会で後日決定します。 

◇例年、６月に行っているＰＴＡ奉仕作業は、状況を見て判断し、改めてお知らせします。 
 

４月の集金について 

４月２２日（水）に指定口座から引き落とします。金額は来週の登校日に配付するお知ら

せの書面をご確認ください。 

☆給食費は集金しません。２～６年生の昨年度３月の繰り越し分とあわせて、５月集金

で調整します。 

☆学年会計とＰＴＡ会費は、購入したドリル帳や学習プリント、安全会費などの支払の

ために徴収します。 

 椎椎椎   ののの   木木木      
令和 ２年 ４月 ８日 

庄小学校  石田 和成 

☆授業公開と学級懇談会を、６月以降に新型コロナウイルスの状況をみて、学年ごとに日

をずらして行う予定です。５月以降に改めてお知らせします。 

☆ＰＴＡ事業委員会は、学校が再開された後に新型コロナウイルスの状況をみて、委員会

ごとに日をずらして集まって、今年度の活動内容を決めます。 

☆ＰＴＡ総会の役員組織や会計の議案は、４月９日（木）のＰＴＡ拡大役員会で役員の方

に確認頂きます。保護者の方には後日、総会資料を配付しますのでご覧ください。ご

質問やご要望がありましたら、学校やＰＴＡ役員さんにお申し出ください。 

☆市ＰＴＡ連合会総会及び懇親会、本校のＰＴＡ歓送迎会は中止です。 

臨時休業について 

 ４月１３日（月）～５月１日（金）の期間、再度、臨時休業になりました。各ご家庭

にはご負担をかけ続けますが、お子さんの感染防止のためです。ご理解とご協力をお願

いします。裏面の加賀市教育委員会からの通知文もお読みください。 

 ◎週１回の登校日について 

◇１・４年生は（月）、２・５年生は（火）、３・６年生は（木）です。朝、い

つもの時間に登校してください。 

◇午前中、国語２時間、算数２時間の授業をして、給食を食べて下校します。

下校時刻は１３：１０頃です。 

◇持ち物は、筆記用具、国語と算数の授業の用具、各学級で指示された宿題な

どの提出物、連絡帳、マスク、ハンカチです。 

児童の密集を避けるため、学年を別けての登校となりました。ご協力をお願いします。 



４月２４日(金)の１～４年遠足は中止します。後日の実施もしません。 

内科検診、眼科検診、耳鼻科検診、歯科検診は６月以降に延期です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学式 

 4 月 6 日（月）に校庭の桜が満開のもと、新入生

20名と保護者のみで行いました。2～6年生も参加す

る予定でしたが、県内でも新型コロナウイルスの感染

者数が増え続ける状況のため、6年平石くん 1名のみ

が参加して歓迎の言葉を述べました。2～6 年生は始

業式なしで、教室で教科書配布や係決めをしました。 

 

 

 

 校長は毎朝、玄関先で児童に挨拶をしています。３月の臨時休業が発表された翌朝は「来

週から休みや」と笑顔の児童も多かったです。しかし、今朝はどの児童も少し沈んだ顔をし

ていたように感じられました。お子さんもストレスや不安を感じているのではないかと憂慮

しています。学校でも登校日には、お子さんが学校に来るのが楽しいと感じるように、そし

て家庭学習用の課題等も最大限に努力します。ご家庭でもよろしくお願いします。 

学校医の清水先生より 

 「関東、関西での活動自粛により、郷里が石川県の人が新型コロナウイルスに感染

していても無症状で帰省して、本人も気がつかないうちに感染を広めている可能性が

考えられます。今後ゴールデンウイークで人の移動がさらに増え、石川県内でも感染

が急激に拡大する危険性があります。県外へ出かけることを控えるだけでなく、石川

県内、加賀市内でも人混みには出かけないようにして、お子さんが感染しないように

注意してください。」 

校舎内の水道のレバーを交換します 
 学校でもお子さんの手洗いの徹底を図っていますが、校舎内の水道の蛇口は手でひ

ねる方式です。 

 手を洗った後、指で金具を持たなくても、手の甲、腕、ひじなどで水を止められ 

るように、レバー式にします。現在

レバーの部品を注文中で、届き次第、

交換します。 



 

 

事 務 連 絡 

                             令和２年４月７日 

 

 小中学校長 様 

 

                         加賀市教育委員会 

                         教育長 山田 利明 

 

臨時休業について 

 

 標記のことについて、新型コロナウイルス感染防止に関し、極めて重要な時期で 

あることを鑑み、加賀市教育委員会では下記の措置をとります。 

 

記 

 

１ 臨時休業を４月１３日（月）から５月１日（金）まで実施する。 

  

２ 臨時休業期間中、週 1回の学年登校日を設定する 

  ＜小学校＞ 

   １年生…４月１３日（月）、４月２０日（月）、４月２７日（月） 

   ２年生…４月１４日（火）、４月２１日（火）、４月２８日（火） 

   ３年生…４月１６日（木）、４月２３日（木）、４月３０日（木） 

   ４年生…４月１３日（月）、４月２０日（月）、４月２７日（月） 

   ５年生…４月１４日（火）、４月２１日（火）、４月２８日（火） 

   ６年生…４月１６日（木）、４月２３日（木）、４月３０日（木） 

    

  ＜中学校＞   

   １年生…４月１３日（月）、４月２０日（月）、４月２７日（月） 

   ２年生…４月１４日（火）、４月２１日（火）、４月２８日（火） 

   ３年生…４月１６日（木）、４月２３日（木）、４月３０日（木） 

 

   ※特別支援学級は、学級毎に週 1回の登校日を設定する。 

 

３ 学年登校日は、１～４限目まで授業をし、給食後に帰宅する。 

 

４ 部活動（中学校）について、臨時休業期間中は行わない。 

 

５ 児童生徒は、臨時休業中できるだけ自宅待機（自宅学習）とする。散歩やなわ 

  とびなど運動の機会を妨げるものではないが、運動前後にうがい手洗いを徹底 

  するとともに、多くの人が集まるような運動はしない。 

 

６ 生徒指導等にも留意する。 

 

※今後、状況に変化があった場合は、今回の指示が変更または追加される場合がある。 

 

○写  


